
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

子ども未来部　子育て支援課

一般受給資格者の現況届に係る継続支給の確認

児童手当法

第４条第３項

（電話　０８８－６２１－５１９４　）

　児童手当法（以下「法」という。）第２６条第１項の規定による届出（
一般受給資格者の現況届）をした者について行う支給要件適合性の審査に
関し、法第４条第３項の規定を適用する場合は、次に掲げる解釈の基準に
よる。

１　法第４条第３項の「児童の生計を維持する程度の高い者」（以下「生
　計主宰者」という。）は、前年の所得（１月から５月までの月分につい
　ては、前々年の所得とする。以下単に「所得」という。）の高い者とす
　る。
２　現に法第７条第１項の認定を受けている者（以下「受給者」という。
　）の所得の額が、他の養育者（児童を監護し、児童と生計を同じくする
　者であって、受給者以外の者をいう。以下同じ。）の所得の額より低い
　場合において、その所得の額の差額が２００万円に満たないときは、受
　給者を生計主宰者とみなす。ただし、所得の高い者である他の養育者が
　法第１７条第１項の表の上欄に掲げる者である場合はこの限りでない。
３　受給者の所得の額が他の養育者の所得の額と同額である場合は、受給
　者を生計主宰者とみなす。
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